
１．件　　　　　名

１．完成又は納入期限

１．工事又は納入場所

１．現場説明の場所

１．現場説明の日時

１．見積書提出場所

１．見積書提出日時
１．見　積　方　法

１．契 約 保 証 金
１．図面（内訳書）
　　　　　及び仕様書
１．契約書作成の要否 否
１．交　付　場　所

１．交　付　期　間

※
　
　
　

１．競争参加条件

１．見積心得及び
　　　　　　契約書案
１．支払又は売払条件 有 ・無 中間前金払　 有 ・無 部　分　払 　　　回
１．火災保険
　　　　　付保の要否   要  否 
１．そ 　　の 　　他 (1)  郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法

　 律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条9
　 項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
　 による見積は認める。
(2)  見積の決定を受け、契約の相手方となる者は、暴力団排除に係る
　 別添の誓約書を見積の決定後７日以内に当職に提出すること。
　 誓約書の提出をしない場合には、契約条件に違反した者が行った見
　 積として、当該契約を取りやめる場合がある。
(3)  九州地方整備局随意契約見積心得及び九州地方整備局オープン
　 カウンター方式（試行）実施要領を熟読のこと。

本件責任者
宮崎河川国道事務所　経理課長　　中山　俊宏　　　　　　
担当者
宮崎河川国道事務所　経理課　国土交通事務官　下村　海大
連絡先１：０９８５－２４－８２２１（代表）
連絡先２：０９８５－２４－８３３５（直通）

・

前払金　

　随意契約の相手方を決定するに当たっては、見積書に記載された金額に消
費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した金額（当該金額に１円
未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約価
格とするので、契約申込者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から、当該金額
に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を見積書に記載する
こと
免　　　　除

交付する。

宮崎河川国道事務所

令和　８年　２月２０日　９時００分から

令和０７・０８・０９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「そ
の他」で登録がなされ「九州・沖縄地域」の競争参加資格を有する者である
こと。

令和　８年　３月１９日１７時００分まで
遠方の方で郵送、一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による送
付又は宅配事業者による送付を希望する場合は、交付期間内に住所、氏
名等の必要事項を記載した返信用封筒及び筒等（切手貼付であるもの又
は宅配便の着払伝票を同封したもの。）を送付すること。

入札室等に提示

令和　８年　３月２３日　９時００分

　下記について請負に付したいので見積書を提出願います。

記

令和８年度宮崎ブロック一般定期健康診断等業務（単価契約）

契約締結の翌日から令和　９年　３月３１日まで
（契約締結の翌日から　　　日間）
宮崎河川国道事務所及び受注者の指定する施設

宮崎河川国道事務所

(現場説明会は実施しない。)
令和　８年　２月２０日　９時００分から
令和　８年　３月１９日１７時００分まで（交付による）
宮崎河川国道事務所　入札室

見　積　依　頼　書

令和　８年　２月２０日

オープンカウンター参加業者　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分任支出負担行為担当官
　　　　　　　　　　　　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大嶋　一範



見積書の提出にあたっての契約条件

１．九州地方整備局随意契約見積心得を熟読のこと。

２．見積書を郵送等により提出する場合は、見積依頼書に記載の見積書提出

　日時までに、見積書提出場所まで必着とする。

３．見積の決定を受け、契約の相手方となる者は、暴力団排除に係る別添の

　誓約書を見積の決定後７日以内に当職に提出すること。

　　誓約書の提出をしない場合には、契約条件に違反した者が行った見積と

　して、当該契約を取りやめる場合がある。



別添

　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記のいずれにも該当せず、

「令和８年度宮崎ブロック一般定期健康診断等業務（単価契約）」の契約満了までの将来に

おいても該当しないことを誓約します。

　また、この誓約が虚偽であった場合、発注者が当該契約の契約解除請求をすることについ

て、一切の異議を申し立てず、当該解除請求に応じることについても誓約します。

１　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者その他経営

　に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所（常時契約を締

　結する事務所をいう。）の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場

　合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ）が、暴力

　団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

　号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

　団をいう。以下同じ。）である。

２　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

　える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。

３　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

　接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。

４　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

　いる。

５　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。

６　当契約に関する再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が１から５までのいずれ

　かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結する予定、又は契約を締結している。

７　１から５までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場

　合に、発注者から当該契約の解除を求められ、これに従わなかったとき。

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長
大嶋　一範　殿

令和　　年　　月　　日

住　　　所

商号又は名称

代 表 者 名 印

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者（会社名・部署名・氏名）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先１：

連絡先２：
　

暴力団排除に関する誓約書

記


